
京 都 大 学 公 印 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（公印の作成等） 
第３条 公印の作成、改刻又は廃止は、次条から

第６条までの規定により、次に掲げる公印の区

分に応じ、当該各号に掲げる者（以下「公印制

定者」という。）が行うものとする。 
(1) 国立大学法人京都大学及び京都大学の印、

総長、学長、理事及び監事の印 総長オフィ

ス長 
(2) 副学長の印 学務部学生課長 
(3) 事務本部の所掌に係る公印 当該部長若し

くはオフィス長が指定する課長、室長若しく

は副オフィス長、広報室長、インスティテュ

ーショナル・リサーチ室長、国際交流室長、

監事支援室長、不正防止実施本部事務室長又

は事務改革推進室長 
(4) 別表の種類欄に掲げる公印のうち前３号に

掲げる公印以外の公印 当該公印を作成、改

刻又は廃止する共通事務部の事務部長又は

部局の事務部長若しくは事務長（当該部局に

部局事務部又は部局事務室を置いていない

場合にあっては、当該部局の長） 
２ （略） 
（中 略） 

（公印の種類及び寸法） 
第６条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりと

する。ただし、特別の用途に用いる公印にあっ

ては、公印制定者が適宜その寸法を定めること

ができる。 
（中 略） 

 

 

別表 
種類 寸法 

国立大学法人京都大学の印 ３０ 
京都大学の印 ３０ 
総長の印 ３０ 
学長の印 ３０ 
理事の印 ３０ 
副学長の印 ３０ 
監事の印 ３０ 
研究科、学部、研究所、附属図書館、医学

部附属病院の印 
２８ 

研究科、学部、研究所、附属図書館、医学

部附属病院の長の印 
３０ 

 
（公印の作成等） 

第３条   （同 左） 
 
 
 

(1) 国立大学法人京都大学及び京都大学の印、

総長、学長、理事及び監事の印 総務室長 
 
(2) 副学長の印 学務部学務課長 
 
 
 
 
 
 
(3) 別表の種類欄に掲げる公印のうち前２号に

掲げる公印以外の公印 当該公印を作成、改

刻又は廃止する共通事務部の事務部長又は

部局の事務部長若しくは事務長（当該部局に

部局事務部又は部局事務室を置いていない

場合にあっては、当該部局の長） 
２     （同 左） 

 

（公印の種類及び寸法） 
第６条 

 

 

 

 

   附 則（令和８年３月総長裁定） 
 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
別表 

種類 寸法 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 
 

 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の

教育研究施設、研究所附属の研究施設、附

属図書館宇治分館の印 

２５ 

研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の

教育研究施設、研究所附属の研究施設、附

属図書館宇治分館の長の印 

２３ 

組織規程第３章第７節及び第８節に定め

る施設等の印 
２８ 

組織規程第３章第７節及び第８節に定め

る施設等の長の印 
２３ 

組織規程第３章第８節の３に定める組織

の印 
 
 

２８ 

組織規程第３章第８節の３に定める組織

の長の印 
２３ 

組織規程第３章第８節の３に定める組織

のうち当該組織の長が定める組織の印 
２５ 

組織規程第３章第８節の３に定める組織の

うち当該組織の長が定める組織の長の印 
２０ 

組織規程第３章第９節から第１２節まで

に定める施設等（組織規程第５４条に定め

る全学教員部にあっては全学教員部会議）

の印 
 
 
 
 
 

２５ 

組織規程第３章第９節から第１２節まで

に定める施設等の長（組織規程第５４条に

定める全学教員部にあっては全学教員部

会議議長）の印 
 

２０ 

事務本部の部及びオフィスの印 
 
 
 

２８ 

事務本部の部長及びオフィス長並びに共

通事務部及び部局事務部の事務部長の印 
２３ 

事務本部の室、課の印 
 
 

２５ 

事務本部の室長、課長の印 
 
 

２０ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

２３ 

組織規程第３章第９節に定める組織のう

ち、総合研究推進本部、教育改革戦略本部

及び成長戦略本部（以下「本部組織」とい

う。）の印 

２８ 

本部組織の長の印 
 

２３ 

本部組織の長が定める組織の印 
 

２５ 

本部組織の長が定める組織の長の印 
 

２０ 

組織規程第３章第９節から第１２節まで

に定める施設等（組織規程第９節に定める

組織にあってはグローバル・エンゲージメ

ント・オフィス、国際高等教育院、大学院

教育支援機構、学生総合支援機構、図書館

機構、人と社会の未来研究院及び環境安全

保健機構（以下「オフィス等」という。）、

組織規程第５４条に定める全学教員部に

あっては全学教員部会議）の印 

２５ 

組織規程第３章第９節から第１２節まで

に定める施設等の長（組織規程第９節に定

める組織にあってはオフィス等、組織規程

第５４条に定める全学教員部にあっては

全学教員部会議議長）の印 

２０ 

組織規程第３章第９節に定める組織（本部

組織及びオフィス等を除く。）の印 
２８ 

組織規程第３章第９節に定める組織（本部

組織及びオフィス等を除く。）の長の印 
２３ 

共通事務部及び部局事務部の事務部長の

印 
２３ 

組織規程第３章第９節に定める組織（本部

組織及びオフィス等を除く。）に置く組織

の印 

２５ 

組織規程第３章第９節に定める組織（本部

組織及びオフィス等を除く。）に置く組織

の長の印 

２０ 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
共通事務部の課長の印 
部局事務部の事務長、課長、室長の印 
備考 寸法の単位は、ミリメートル平方とす

る。  

（後 略） 

共通事務部の課長の印 
部局事務部の事務長、課長又は室長の印 
備考 （同 左） 

 

 


